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未来に羽ばたく若者の新春の集い「小林市成人式」 早春の野尻路を駆ける最後の「野尻町ロードレース大会」

新春の小林路に健脚を競う「小林市市内一周駅伝競走大会」 野尻町消防団出初め式に花を添えた大塚原保育園の園児たち

新小林市誕生新小林市誕生(平成22年３月23日㈫)(平成22年３月23日㈫)までまで

あとあと２２２２日日(平成22年３月１日現在)(平成22年３月１日現在)
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１
月
28
日
、
小
林
市
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
で
第
９
回
協
議
会
を
開
催
し
、
地
域
自
治
区
、

公
共
施
設
等
の
名
称
、
合
併
協
議
会
の
廃
止
、
平
成
21
年
度
決
算
等
の
５
項
目
に
つ
い
て
報

告
し
ま
し
た
。

第９回
協議会
報 告
１月28日

地
域
自
治
区
、公
共
施
設
等
の
名
称
、合
併
協
議
会
の

地
域
自
治
区
、公
共
施
設
等
の
名
称
、合
併
協
議
会
の

廃
止
、平
成

廃
止
、平
成
2121
年
度
決
算
等
の
５
項
目
に
つ
い
て
報
告

年
度
決
算
等
の
５
項
目
に
つ
い
て
報
告

報
告
事
項

第
８
回
小
林
市
・
野
尻
町
合
併

協
議
会
以
降
の
経
過
に
つ
い
て

　

第
８
回
小
林
市
・
野
尻
町
合

併
協
議
会
以
降
の
経
過
に
つ
い

て
、
報
告
し
ま
し
た
。

地
域
自
治
区
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

今
回
の
合
併
に
伴
っ
て
、
合

併
新
法
に
基
づ
き
、
現
在
の
野

尻
町
の
区
域
に
設
置
さ
れ
る
地

域
自
治
区
の
区
長
の
権
限
や
地

域
協
議
会
の
役
割
等
に
つ
い
て
、

報
告
し
ま
し
た
。

公
共
施
設
等
の
名
称
の
取
扱
い

に
つ
い
て

　

公
共
施
設
等
の
名
称
に
つ
い

て
、
次
の
基
本
方
針
及
び
整
備

方
針
に
基
づ
い
て
、
調
整
し
た

結
果
を
報
告
し
ま
し
た
。

■
基
本
方
針

　

公
共
施
設
等
の
名
称
変
更
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
行

の
名
称
を
基
本
に
、
住
民
が
慣

れ
親
し
ん
で
い
る
こ
と
を
考
慮

し
、
混
乱
等
を
来
た
さ
な
い
よ

う
分
か
り
や
す
く
整
備
す
る
も

の
と
し
ま
す
。

■
整
備
方
針

❶ 

旧
小
林
市
の
施
設
等
の
名
称

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

現
行
の
名
称
と
し
ま
す
。

❷ 

旧
野
尻
町
の
施
設
等
の
名
称

に
つ
い
て
は
、
野
尻
又
は
野

尻
町
の
名
称
を
残
し
、
小
林

市
の
名
称
の
形
を
基
本
に
統

一
し
ま
す
。

・ 

町
立
が
冠
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、「
小
林
市
立
」
に
置

き
換
え
ま
す
。（
設
置
主
体
を
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
。）

・ 

旧
町
名
が
冠
さ
れ
て
い
な
い
施

設
で
、
新
市
内
に
同
一
又
は
類

似
す
る
名
称
の
公
共
施
設
等
が

な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
原
則

現
行
の
と
お
り
と
し
ま
す
。

❸ 

補
助
金
等
を
受
け
て
建
設
し

た
施
設
等
の
名
称
変
更
に
つ

い
て
は
、
そ
の
交
付
要
綱
等

に
十
分
注
意
し
取
扱
う
こ
と

と
し
ま
す
。

小
林
市
・
野
尻
町
合
併
協
議
会

の
廃
止
に
つ
い
て

　

平
成
22
年
３
月
23
日
か
ら
野

尻
町
の
区
域
を
小
林
市
に
編
入

し
、
新
小
林
市
が
誕
生
す
る
こ

と
に
伴
い
、
平
成
22
年
３
月
22

日
を
も
っ
て
小
林
市
・
野
尻
町

合
併
協
議
会
を
廃
止
す
る
こ
と

に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

　

今
後
、
地
方
自
治
法
に
基
づ

き
、
両
市
町
の
３
月
議
会
で
の

議
決
を
経
て
、
県
に
協
議
会
廃

止
の
届
出
を
し
ま
す
。

平
成
21
年
度
小
林
市
・
野
尻
町

合
併
協
議
会
決
算
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

　

小
林
市
・
野
尻
町
合
併
協
議

会
は
、
両
市
町
議
会
の
議
決
を

経
て
、
平
成
22
年
３
月
22
日
を

も
っ
て
廃
止
す
る
た
め
、
平
成

21
年
度
協
議
会
決
算
等
に
つ
い

て
は
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う

こ
と
を
報
告
し
ま
し
た
。

❶ 

協
議
会
の
収
支
は
、
協
議
会

規
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
協

議
会
を
廃
止
し
た
日
の
属
す

る
月
の
翌
々
月
の
月
末
ま
で

に
打
ち
切
り
、
会
長
で
あ
っ

た
者
が
決
算
し
ま
す
。

❷ 

決
算
の
報
告
に
つ
い
て
は
、

会
長
で
あ
っ
た
者
が
、
協
議

会
財
務
規
程
の
規
定
に
基
づ

き
決
算
を
調
製
し
、
監
査
委

員
で
あ
っ
た
者
の
監
査
に
付

し
た
後
、
協
議
会
の
委
員
で

あ
っ
た
者
及
び
小
林
市
長
に

送
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
決

算
認
定
に
代
え
ま
す
。

❸ 

協
議
会
に
属
す
る
財
産
及
び

事
務
に
つ
い
て
は
、
協
議
会

規
約
の
規
定
に
基
づ
き
、
両

市
町
の
長
の
協
議
に
よ
り
、

す
べ
て
小
林
市
に
引
き
継
ぎ

ま
す
。

❹ 

そ
の
他
、
協
議
会
の
決
算
等

の
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
両
市
町
が
協
議
し
て

定
め
ま
す
。
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●協定項目の調整方針に基づく個別調整の結果が、次のとおり報告されました。
協定項目 個　別　調　整　の　内　容

地域自治区の
取扱い

　合併新法に基づき、合併前の野尻町の区域に地域自治区を設置します。設置期間は合併の
日から平成28年３月31日まで（約６年間）です。
　野尻町区の事務所は、各種窓口業務や保健・福祉サービス、地域振興、産業振興、コ
ミュニティ施策の推進等の総合支所業務全般と地域協議会の事務を所掌します。住民生活
に直結するサービスは、地域内で可能な限り完結し、新市の円滑な運営と均衡ある発展を
目指します。

❶野尻町区長の身分は、常勤の特別職です。

❷ 野尻町区長の設置期間は、合併の日から２年間に限ります。３年目以降は、支所長を置
き、市職員を充てます。

❸野尻町区長の任期は、２年です。

❹野尻町区長の給料は、須木区長と同額の563,000円です。

❺  野尻町区長の権限は、財務関係(委託料、工事請負費等)に関しては副市長と同程度(委託料
1,000万円、工事請負費2,000万円)、その他については部局長と同程度の専決権とし、野尻
町区内に係るものに限ります。

❻ 野尻町区長は、野尻町区内の組織・団体の意見を尊重し、地域の行政運営に優れた識見を
有する人の中から市長が選任します。

❼ 野尻町区長は、野尻町区に係る運営方針や重要施策の決定、新市施策の協議・調整を図る
ため市長、副市長、部局等で構成する庁議に参画します。

❽野尻町区長は、市議会の本会議に参与として出席します。

❾野尻庁舎課長の専決権は、本庁課長と同等で野尻町区内のものに限ります。

10野尻町区長は、野尻庁舎の職員の出張、服務に関することについて受け持ちます。

11 入札・契約事務関係について、業者選定は野尻町区長等が参画する指名審査会で一本化し
て行います。野尻庁舎課長の専決に係る入札・契約事務は、野尻庁舎で行います。

12 野尻町区長は、地域の代表として日常的に地域の住民・議員・団体等の意見を把握しま
す。庁議や市長・副市長等との協議・調整などを通じて、野尻町区の住民の意向を市政運
営に反映させる役割を果たします。また、市が主体とならない野尻町区内の行事や式典な
ど、対外的な場にも地域代表として出席します。

13 地域自治区に設置される地域協議会の委員は、15人以内で構成します。内訳は、公共的団
体等の推薦６人以内、学識経験者６人以内、公募３人以内とします。任期は２年で再任は
妨げません。

 14 地域協議会は、市長その他市の機関により諮問されたもの、市の施策に関する重要事項で
野尻町区内のこと等について審議し、意見を具申することができます。また、市長は新市
基本計画や新市の総合計画など野尻町区に係るものについて決定、または変更しようとす
る場合は、あらかじめ地域協議会の意見を聴かなければなりません。

15 野尻町区の設置期間は、合併の日から平成28年３月31日までですが、合併後、一定期間を
経過した後に評価し、合併新法による地域自治区、または地方自治法による市内全域への
地域自治区の設置の是非について、再度検討します。そのため、新市における一体性の醸
成や住民の安心感の確保等を考慮し、野尻町区のあり方について随時見直しを行っていき
ます。

●協定項目の調整方針に基づく個別調整の結果が、次のとおり報告されました。
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公共施設等の名称変更一覧
類　似　区　分

市町での名称 新市での名称 名 称
変 更区分① 区分② 市町名

庁舎
総合支所 野尻町 野尻町役場 小林市野尻庁舎 ○

出張所 野尻町 野尻町紙屋支所 小林市紙屋出張所 ○

保健・福祉
関連施設

福祉施設
野尻町 野尻町地域包括支援センター のじり地域包括支援センター ○

野尻町 野尻町社会福祉協議会 小林市社会福祉協議会野尻支
所 ○

児童施設 野尻町 野尻町のびのび子育て支援セ
ンター

小林市立野尻のびのび子育て
支援センター ○

保育所

野尻町 野尻町立紙屋保育園 小林市立紙屋保育園 △

野尻町 野尻町立野尻保育園 小林市立野尻保育園 △

野尻町 野尻町立栗須保育園 小林市立栗須保育園 △

児童遊園等

野尻町 中央児童遊園 野尻中央児童遊園 ○

野尻町 大脇児童遊園 野尻大脇児童遊園 ○

野尻町 瀬戸ノ口児童遊園 野尻瀬戸ノ口児童遊園 ○

野尻町 栗須児童遊園 野尻栗須児童遊園 ○

野尻町 大平山児童遊園 野尻大平山児童遊園 ○

教育関連施設

幼稚園 野尻町 野尻町立野尻幼稚園 小林市立野尻幼稚園 △

小学校

野尻町 野尻町立紙屋小学校 小林市立紙屋小学校 △

野尻町 野尻町立野尻小学校 小林市立野尻小学校 △

野尻町 野尻町立栗須小学校 小林市立栗須小学校 △

中学校
野尻町 野尻町立紙屋中学校 小林市立紙屋中学校 △

野尻町 野尻町立野尻中学校 小林市立野尻中学校 △

図書館
小林市 小林市立図書館須木分室 小林市立図書館須木分館 ○

野尻町 野尻町図書室 小林市立図書館野尻分館 ○

給食センター 野尻町 学校給食センター 野尻学校給食センター ○

コミュニティ
関連施設

公民館 野尻町 中央公民館 野尻地区公民館 ○

公園 小林市 陰陽石公衆トイレ 陰陽石公園 ○

スポーツ
関連施設

体育館・
運動場等

小林市 須木体育館 須木地区体育館 ○

小林市 小林市東方森林体育館 小林市東方地区体育館 ○

野尻町 花立原体育館 紙屋地区体育館 ○

野尻町 三ヶ野山体育館 三ヶ野山地区体育館 ○

野尻町 花立原運動広場 紙屋運動広場 ○

野尻町 弓道場 野尻町弓道場 ○

環境衛生・
水道関連施設

水道施設 野尻町 西部地区簡易水道 野尻西部地区簡易水道 ○

下水道施設
小林市 須木村農業集落排水施設 中央地区農業集落排水処理場 ○

野尻町 漆野原地区農業集落排水処理
施設

漆野原地区農業集落排水処理
場 ○

公営住宅
関連施設 山村定住住宅

野尻町 上ノ原団地 上ノ原 ○

野尻町 観音丘団地 観音丘 ○

　※上記の一覧表は、合併に伴って名称変更の必要がある施設だけを掲載しています。
　〔名称変更区分〕　○：市町名以外の部分の変更があるもの　△：市町名の部分のみの変更となるもの 
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委員から次のような質疑・意見が出されました。
ているのはなぜか。小林市の財務規則はかなり古

いもので、都城市は財務の専決・決裁規則を作っ

ているがこれは小林市にはあるのか。ない場合

は、今後どのように進めるのか、お聞きしたい。

事務局：野尻町区長の選任については、事務レ

ベルでは依頼内容を協議しているが、公文書につ

いては、現在決裁中である。予定としては、正式

には２月になってから文書を野尻町に送付して、

依頼するという状況である。

企画財政部会：都城市は専決金額の幅が明記さ

れているのに比べて、小林市はちょっと違うとい

う質問だが、小林市においては現在、予算執行伺

いはそれぞれの費目を金額によって決裁区分を決

めており、職員もそれに馴
な

染
じ

んでいる。○○万円

未満という表記は専決区分によって「○○万円以

上○○万円未満」という解釈で、表している意味

は都城市と同じであり、小林市はこういう方式を

採らしていただいた。それから小林市にも財務規

則はあり、現在それによって執行している。

小林市委員 ：区長の選任は３月23日の合併まで

に時間的に間に合うのか。その間に組織・団体の代

表者を招集して選考するということだが、大丈夫な

のか。それと予算の専決事項については明確にして

おいた方が良い。特に部制が敷かれた場合、部長・

課長の責任体制を明確にしていかないといけない。

今後の課題として十分検討してほしい。

事務局：野尻町区長の選任については、間に合

うのかというご心配だが、事務方としては正式

依頼が２月１日で、合併まで１か月間の余裕が

ある。それを見越して２月１日に正式に依頼す

ることを決定した。

企画財政部会：小林市の方も決裁区分を明確に

した方が良いとの指摘だが、都城市を参考にさせ

ていただいた理由は、地域自治区を置いて区長が

いるところで、部制を敷いているのが県内では都

城市だけであるためだが、当然、現行と部制の場

合を参酌して専決金額の設定は決めていった。都

城市との専決金額の設定は違うが、表現が違うと

いうことで内容は同じである。

小林市委員 ：地域自治区のあり方について、確

かに一体感の醸成、特に編入合併される野尻町の

住民の方々が、いろんな面で不安、とまどいを

持っておられる。そういう中で地域自治区を設

置されるということは、必要だし大変重要なこと

である。特別職の区長の任期は２年だが、地域自

  地域自治区の取扱いについて

小林市委員：野尻町区長の位置付けのところで、

「区長の設置期間は合併の日から２年間に限る。

３年目以降は事務所長を置き、市長の補助機関で

ある職員をもって充てる」となっているが、２年

後における支所長の権限、もちろん部長級である

と思うが、たとえば予算の流用・要求・執行・専

決の仕事についての位置付け、須木庁舎との整合

性について、２年後は野尻町区は支所長だが、須

木区はどうなのか、詳しく説明をしてほしい。

組織機構グループ ：確かに合併から２年過ぎた

ら、野尻町区は区長がなくなり支所長ということ

で、市長の補助機関である職員、一般職を充て

る。想定としては部長級になってくるのかと予

想される。支所長は今回の組織で言えば、部長の

ところの決裁・専決に沿った対応になってくるだ

ろう。場合によっては、条例・規則を改正しなけ

ればならない場合も出てくるかもしれない。須木

区との問題は、確かに須木区では、特別職である

地域自治区長の設置期間の期限が決まってないた

め、今後、議論がなされていくと思う。須木区の

ことがどうなっていくということは、この場でま

だ言えないので、合併した後に課題として、合併

協議会の意見等をもとに議論していくことになっ

ていくと考えている。

小林市委員： 支所長の位置付け、権限をこの場

で明確にする必要はないのか。須木庁舎との整合

性も、今のうちにやっておく必要はないのか。

組織機構グループ ：おそらく支所長は、今の課

でいうと３課、地域自治区に３つの課が置かれる

ので、そこを取りまとめる一般職の長になる。部

長職ということで対応していくことになると思う

ので、部長の専決権の中に支所長を挿入する可能

性は十分ある。ここで須木区との問題を議論する

ことは難しいと思うので、今後の問題としてご理

解いただきたい。

小林市委員 ：野尻町区長の選任までいよいよ時

間がなくなってきたが、小林市から野尻町長に依

頼が済んでいるということだが、現在の状況はど

うなっているか。「人選にあたっては野尻町区内

の組織・団体等を招集する」となっているが、組

織・団体等の名前を分かっていれば教えてほし

い。財務に関する専決事項で、都城市を参考にし

たということだが、専決金額の表示の仕方が違っ
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くなどして意見を聴いた上で、時機が来たならば

具体的に取り組んでいくことになるんではないか

と推測している。

小林市委員 ：合併の大きなキーワードは、地域

自治区のあり方、そして地域協議会の活動、この

２つがキーポイントになるのではないか。「合併

して本当に良かった」、「あまり良くない」とい

う住民の評価が出てくるのは、これによって大き

く分かれてくるのではないかと思うので、どうい

う評価をしてどういう状況が出てきた時に、野尻

の地域自治区はなくすのかというのは基本的な問

題であり、今後詰めて関係機関で議論していくこ

とが必要だと思う。逆に地域自治区や地域協議会

が、下手をすれば一体感の醸成を阻害する悪く

する要因にもなる。須木と野尻には地域自治区が

あるが、旧小林市にはない。そういう点で、住民

の不安解消という点からこれを作っていくには、

それなりの活動と目的と意義、そして住民や委

員の人たちの合意が必要だと思う。そういう点

では、委員の人選についても住民の代表として

どういう選任の仕方をすれば良いのか、合意を

取った方が良いのか、選任の段階からきちんと

した方向性を今後出していくことが、地域協議

会が機能するかどうかにかかってくるだろうと

思うので、要望として十分踏まえながら選任や

具体的活動をしていくべきではないか。ただ作

れば良いという問題ではない。市長がそれを有

効に活用しながら、合併の効果を高めていくと

いう目的で、地域協議会なり地域自治区を作る

んだろうと思う。その点では、今後の課題とし

て十分取り組むように要望しておく。

会長 ：私の方から答弁に補足をしたい。今、小

林市の委員の皆さんからお話があったが、地域自

治区の設置に関する協議書中の地域自治区の設置

期間だが、須木区は合併の日から10年以内、平成

28年３月19日までとなっている。野尻町区は合併

の日から平成28年３月31日までの約６年間と決め

た。したがって設置期間等が違うが、合併の方法

が新設と編入合併で違ったが、将来ずっと新しい

市として一緒にやっていく中で、このまま置いて

おくわけにはいかないだろうと思っている。今

回、合併をした後に新しい市長、副市長、須木区

長、野尻町区長の４者で、設置期間の問題やこれ

から先のことについて十分協議をする。合併を機

に私ども委員の中で意見を出して、２年間は新し

い組織の中で同じ体制で一緒にやっていくわけだ

治区については平成28年３月31日までとする。た

だし、一定期間経過した後に評価をして、野尻の

地域自治区の設置の是非について、再度随時検討

していく。これは一体感の醸成ができ、不安解消

ができたという一定の状況が出てきた場合には、

地域自治区をなくすということだろうと思うが、

どういう形で評価をされるのか、合併新法による

地域自治区を撤廃するということになると、誰が

どういう状況の中で判断をしていくのかというこ

とが出てくる。これは野尻の人たちにとってはか

なり大事な問題だと思うので、これについての判

断・検討は、どういう方向で考えているのか。

２点目は、地域自治区の中に地域協議会を設置す

る。これは須木区とまったく同じで、合併したと

ころではほとんど地域協議会が設置されている

が、いろんな他の市の状況を聞くと、地域協議会

がきちんと機能していて、住民の合併後の活動を

いろんな形で補完する状況になっている例は、

ほとんどない。形だけ形式上作っているという、

機能が果たされていない状況が大部分だというこ

とは皆さんご承知のとおりである。作るのであれ

ば、地域協議会がきちんと機能するような形でな

いといけない。須木区に作っているので、当然、

野尻町にも作るということになると、その過程の

中でどういう協議があったのか。どこを反省して

どういう工夫をして、野尻町に地域協議会を作ろ

うという結論になったのか。それがないと、やは

り作っただけという陳情的な面が先行するという

ことも考えられる。どういう議論の中で、地域協

議会の構成・選任要件・手続き等を決めたのか。

組織機構グループ ：地域自治区、地域協議会に

ついては、合併協議会の中で小委員会を設置され

ていろいろと議論されて、こういう結果になった

ことは了解している。確かにいろんなことも懸念

されるが、地域自治区なり地域協議会が新たなま

ちづくりへ発展していかないといけないというの

は基本的なことではないかと考えている。地域自

治区を設置する必要性・目的をしっかりと認識し

て今後取り組む必要がある。野尻町の住民の不安

解消が第一だが、これからさらに小学校区等を

単位としたまちづくりへということを意識しなが

ら、やっていく必要があると感じている。具体的

には事務の進め方については総合政策課を窓口と

して、須木庁舎、野尻庁舎の地域振興課と連携を

しながら、地区住民や地域協議会、各種団体等の

意見を聴く場を設ける、あるいは会合の場に出向
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開庁準備グループ ：基本方針と整備方針に沿っ

て、小林市の表記に従って、ある程度変更して

いったというところがある。児童遊園について

はすべて野尻という地区名を冠している。それは

小林市の方はすべて小林市が付いているという中

で、調整させていただいた。整合性がないという

ことだが、確かに小林市の体育館はすべて小林市

が付いているが、野尻町の紙屋地区体育館、三ケ

野山体育館は、本来なら野尻が入った方が良いと

いう考えもある。以前、小林市と須木村が合併

した時に、須木体育館には小林市が付いていな

かったため、今回も須木地区体育館とした。三

ケ野山体育館、紙屋地区体育館も類似する施設

がないので、住民が馴れ親しんでいることを考

慮し、混乱等を来たさないようそのままにさせ

ていただいた。

小林市委員 ：たとえば今回、住所から「大字」

をはずしたが、その理由を聞いてみると簡略化し

たほうが良いということだった。今回、各体育館

については地区体育館という形になっている。簡

易水道も細野簡易水道はそのままで、他のところ

は地区が入っている。全体的に何を考えているの

か、不思議でおかしいんじゃないかと思ってい

る。体育館も別に地区を入れなくても良いんでは

ないかという気がしないでもない。せっかく慣れ

親しんでいるのに、わざわざ地区を入れると矛盾

が出てくる。

開庁準備グループ ：整備方針の中で、旧小林

市の施設等の名称については、原則として現行の

名称とすると謳
うた

ってあったので、今回、小林市の

施設名称については、ほとんど変更していない。

それと、野尻町については小林市の施設の表記に

従って、ある程度それに則って変更していったと

いう部分があるので、そういう状況の中でこのよ

うな形になってきている。

会長 ：１つには施設を建てる時に起債や補助金

等をもらって造ったもので、その時に使った名称

は、そのまま使わないと具合が悪いような場合も

ある。しかし、ほとんど償還が済んでいて、名称

を変えても良いんじゃないかということになった

ものもある。たとえば東方森林体育館は、起債か

補助をもらって造ったが、償還が大方済んだので

東方地区体育館に名称を変更した。できるだけ皆

に分かりやすいものにしようと、考えてやってく

れたようなので、いろいろとご異論もあるだろう

が、お認めいただけると大変ありがたいと思う。

から、新しい次のやり方を決めていくということ

を今ここでお互いに了解すれば、そういう方向に

進められるんじゃないか。委員から希望、要望と

してあったように、どうしても須木区、野尻町区

という特別な区を６年間、あるいは10年間作って

おくよりも、一体感を早く醸成するというような

ことから、両方に良い意見を出してもらって、一

体感を早く作り上げた方が良いと思う。新しい市

になってから先ほどのような人選をして、その中

で地域協議会や地域自治区長の任期の問題につい

て、決めていってはどうかと思っている。これを

今、詰めていくということになると、３月23日の

合併には到底間に合わない。さまざまなレベルで

十分協議をしてここまで持ってきたが、提案して

いるところまでしか決めることができなかったと

いうことで、ご理解をいただきたい。

野尻町委員：地域自治区、地域協議会について

は、野尻町の方が強く要望して今回設置してもら

う形になったわけだが、さきほど小林市の委員か

らあったように、過去に合併したところを地域協

議会委員になった人たちが十分勉強していただい

て、本当に意味があるものを作っていただいて、

一体感を早く醸成して１つになるようにしてほし

い。これで町民の不安が解消できればと思うので、

本当に意味があるものにしていきたいので、そう

いうところを勉強して設置していきたいと思う。

会長 ：将来、そういう方向に持っていくという

ことをここで申し合わせをして、積極的にそれに

取り組んでいくということでいかがか。

  公共施設等の名称の取扱いについて

副会長：三ケ野山体育館、三ケ野山運動広場と

書いてあるが、名称は「みけのやま」ではなく

「みかのやま」と呼ぶ。野尻町民でも間違って言

われる方がいらっしゃるが、正式な名称は「みか

のやま」であるのでお願いしておきたい。

小林市委員 ：全体的に見た時に各課から出て

きたものを管財課の方で調整したのではないか

と思うが、たとえば野尻町がついたものもあれ

ば、野尻町が抜けたものもある。そのあたりの

調整がバラバラという感じがしてならない。一

端名称を付けたら議会に出されて、協議会の方

針がそのまま通ってしまい、半永久的にこの地

区の名前が通って途中で変更することはないだ

ろう。果たしてこれで良いものか、もう少し検

討すべきではないか。
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小林市野尻庁舎

Ｔｏｐｉｃｓ

小林市文化会館

▼
合
併
ま
で
22
日
（
平
成
22
年
３
月
１
日

現
在
）
と
な
り
、
い
よ
い
よ
秒
読
み
に
入

り
ま
し
た
。
ラ
ス
ト
ス
パ
ー
ト
で
作
業
を

進
め
て
、
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
で
合
併
を

迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
▼
協
議
会
だ
よ

り
も
今
回
が
最
終
号
と
な
り
、
合
併
協
議

会
も
２
月
25
日
の
第
10
回
協
議
会
を
最
後

に
、
合
併
前
日
の
３
月
22
日
を
も
っ
て
解

散
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
▼
協
議
会
委

員
の
皆
さ
ん
、
長
い
間
地
域
の
将
来
の
た

め
に
熱
心
に
ご
協
議
い
た
だ
き
、
本
当
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
住

民
の
皆
さ
ん
、
つ
た
な
い
広
報
紙
で
し
た

が
、
協
議
会
だ
よ
り
を
ご
愛
読
い
た
だ
き
、

心
か
ら
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
合
併
新
法
が
延
長
さ
れ
る
状
況
の
中

で
、
今
後
、
西
諸
地
域
の
合
併
や
道
州
制

の
議
論
が
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
く
か
、

現
段
階
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
今
後
と

も
地
域
の
将
来
に
つ
い
て
、
住
民
の
皆
さ

ん
も
関
心
を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
長
い
間
お
世

話
に
な
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〒 886-8501  小林市大字細野 300
TEL 0984-23-7035 FAX 0984-25-1037
E-mail:kn-gappei@eco.ocn.ne.jp
ＵＲＬ :http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/kn-gappei/

両市町の合併担当窓口
小林市合併推進室
TEL.0984-23-7035　FAX.0984-25-1037
E-mail:kn-gappei@city.kobayashi.lg.jp

野尻町総務企画課
TEL.0984-44-1100　FAX.0984-44-0649
E-mail:soumu-kikaku@nojiri-town.jp

　合併に伴う行政サービスの内容や、住所変更に伴う手続き、
新市の行政組織などをお知らせするとともに、地域の観光ス
ポットや年間イベント、公共施設などを紹介する暮らしに役
立つ情報が満載の「暮らしの便利帳」を発刊します。
　合併前に各戸に配布しますので、お手元に置いて、ご活用く
ださい。

●暮らしの便利帳を発刊します。

●合併関連式典を開催します。
■小林市野尻庁舎開庁式
　日　時：平成22年３月23日（火）
　　　　　午前８時30分～
　場　所：小林市野尻庁舎正面玄関前
　
　内　容　❶小林市野尻庁舎看板除幕
　　　　　❷市長等あいさつ
　　　　　❸テープカット  等

■小林市・野尻町合併記念式典
　日　時：平成22年３月23日（火）
　　　　　午後１時30分～
　場　所：小林市文化会館大ホール 
　内　容　❶オープニングセレモニー
　　　　　❷合併功労者総務大臣表彰
　　　　　❸市長感謝状贈呈
　　　　　❹ 合併記念メッセージ最優秀作品
　　　　　　表彰及び発表
　　　　　❺アトラクション  等

※一般参加者募集は、２月 19 日で締め切りました。

※雨天時についても同じ


